
川越地区消防局予防課は、川越市西部の危険物事業所「㈱東洋クオリティ ワン（川越市下小坂地内）」の社員を対
象に、平成２９年７月４日（火）危険物による火災を防止するための研修を行いました。

研修に参加した社員は、「危険物施設数は減少しているのに事故件数が増加しており、事故リスクが高くなってい
ることを知りました。研修の中でも、延焼拡大を抑止するために出火危険がある設備の周囲には可燃物を置かないこ
と。日頃の３Ｓ（整理・整頓・清掃）を心がけ、安全教育をしっかりと行っていくことが重要であることを学びまし
た。」と話していました。



≪要約≫

01 ～危険物施設は減っているのに、危険物施設の事故が増えています～

（危険物施設数） 平成６年 ５６万件➡平成２７年 ４２万件

※約４分の３に減っています。

（事故件数） 平成６年 ２８７件➡平成２７年 ５８０件

※約２倍に

02 ～危険物施設の火災の約８０％は【製造所・一般取扱所】で発生しています～

03 ～事故事例～ 樹脂製品製造業の出火危険性と対策

04 ～保安監督者の役割と業務～

（ ）



○組織的な危険物災害防止対策
・㈱東洋クオリティワンでは、危険物災害を防止するために「防災委員会」を設置。

毎週月曜日に委員会を開催し、災害発生の目を摘む活動を行うことで事故防止を図ってい

ます。

・平成２９年４月からは、危険物施設等の安全を守るため、「防災安全課」という専門部

署を設置し、危険物の法令や設備に精通した社員を配置することで、事故防止に努めてい

ます。

○定期パトロールの実施
・防災委員会による定期パトロールを毎月１回実施し、原料漏れ・消防用設備等の点検確

認、避難通路の確保等を確認し、現場への指導を行うことで社員の防災意識の高揚を図っ

ています。



○自衛消防隊の設置
・火災による被害を軽減するため、屈強な社員で自衛消防隊を結成しており、３

台の消防車を保有し運用することで、火災の対策を行っています。



○消防訓練の実施
・消火、通報、避難の訓練を繰り返し行っています。


